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鳥インフルエンザ消毒に伴う

食鳥処理場排水処理施設の機能回復の一考察＊

英 保 次 郎＊＊・古武家 善 成＊＊

キーワード ①鳥インフルエンザ ②排水処理施設の回復 ③膜分離活性汚泥処理

要 旨

高病原性鳥インフルエンザを消毒した食鳥処理場の排水処理施設について，多量の消毒
剤散布の影響により著しく機能が低下した施設を回復するまでの手順を整理し考察した。

消毒剤が大量に混じった汚水の処理方法について，現実的かつ短時間で処理できる可能性
を検討し，移動式膜分離活性汚泥処理方式で処理することとした。また，周辺に環境影響

を及ぼしていないことを確認するため，周辺環境監視を行った。
本結果は，今後各地で起こっている鳥インフルエンザへの対応についての基礎資料とし
て活用されることが期待される。

1. は じ め に
平成１６年２月に京都府で発生した高病原性鳥イ
ンフルエンザは，加工先としてその鳥が持ち込ま
れた兵庫県内の食鳥処理場に飛び火をした。食鳥
処理場を念入りに消毒した結果として，消毒剤に
よる高アルカリ水の流入により，生物処理を主体
とする排水処理施設が機能しなくなった。筆者ら
はその施設の回復に寄与した。
鳥インフルエンザの問題は今もなお各地で起
こっており，本研究は，今後対応せざるを得なく
なる各自治体の基礎資料を提示するものでもある。

2. 鳥インフルエンザの経緯
平成１６年２月２７日京都府丹波町の農場で鳥イン
フルエンザが発生した。兵庫県内の A食鳥処理
場に２月２５日に３，２００羽，２月２６日に６，７３２羽の鶏
が入荷されており，ほとんどが食鳥肉に処理さ
れ，一部は加工施設に出荷されていたが，ほとん
どの肉は保管中であった。また２６，２７日に広島県

産４，７８３羽，岡山県産２，１０６羽の鶏が入荷し，同じ
場所で保管されていたので，２８日兵庫県が簡易検
査したところいずれも陽性反応であった。
同処理場は２９日同工場内の鶏を殺処分した。殺
処分した鳥と保管されている食鳥肉等４７tについ
て，３月５～７日に兵庫県が県内の産業廃棄物処
理業者に委託し，全量焼却処分した。早期に以前
の状態に復帰（食鳥処理場が稼働できるように機
能を回復）するために，排水処理施設を稼働させ
ることが大きな課題として残った。

3. 排水処理施設の機能回復
3.1 排水処理施設の概要

当該処理場の排水処理施設は，図 1のフローの
とおり生物処理を主体としており，鶏解体に伴う
汚水，場内清掃の汚水等敷地内で使用した水はす
べて排水処理施設に流入する構造となっている。

3.2 排水処理施設の状況

鳥インフルエンザによる食鳥処理場内の消毒と
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して大量の消石灰が撒かれ，陽イオン界面活性剤
で噴霧消毒が行われた。場内で水を使用するのは
と体を搬出し，場内を洗浄するときであるため，
この際に高アルカリ・高 BOD排水が河川に流出
するおそれがあった。そこで，あらかじめ場内の
排水処理施設の状況を調査し，どれだけの汚水を
貯留できるか確認することで，洗浄時に水量を留
意すれば何とか洗浄汚水を場内に貯留できる見込
みが立った。
また，と体搬出時に雨水排水口から洗浄排水が
流出しないよう排水口の先に簡易ますを設置し，
ポンプで場内排水処理施設に送水するようにした。
もちろん，高アルカリの消毒排水が場内清掃とと
もに排水処理施設に流入したため，接触酸化処理
である生物処理施設の機能，すなわち有機物分解
作用が著しく低下した。その結果，このままでは
十分処理されていない高 BOD濃度・高アルカリの
排水を放流することとなり，魚介類の大量へい死
など環境に対する問題が大きくなると考えられた。
食鳥肉を焼却処理した時点では，高濃度の汚水
を一時的に貯留している状態で，その時点以降の
場内の清掃による受入れ可能水量は２０m３程度（槽
の容量２００m３，焼却処理時点の貯水量１８０m３）しか
なくなっていた。

4. 汚 水 処 理
処理施設を回復するためには，貯留している汚
水を処理しなければならず，その方法として�外
部に持ち出し処理するか，�場内で処理して放流
するかの２つの方法が考えられた。

4.1 外部に持ち出す方法

外部に持ち出す方法としては，�産業廃棄物処
理業者に委託処分する方法か，または�下水道に
直接放流する方法が考えられた。
（1） 産業廃棄物処理業者に委託する方法

産業廃棄物処理業者への委託については，この
汚水が液体であり，これを処理できる業者は近畿
圏内にはなかった。鳥インフルエンザにかかった
鶏と肉は別途産業廃棄物処理業者に委託して焼却
処理ができたが，当該汚水の有機物濃度が低いた

め，焼却するには困難な性状であった。
（2） 下水道に直接放流する方法

下水道への直接投入については，殺菌剤が混入
した汚水であっても他の汚水と均質化されるの
で，処理は可能であると考えた。しかしながら，
この地区が下水投入地区に入っていなかったた
め，受入先（関係市町，地域住民）との調整に時間
を要す（どちらかといえば困難）状況であり，早期
に回復をめざす趣旨からこの方法は断念せざるを
得なかった。

4.2 場内で処理する方法
（1） 室 内 実 験

貯留している汚水が生物処理できるかどうかに
ついて，研究室内で処理実験を行った。この結果，
表 1のとおり原水が COD１，８９０mg/Lであったも
のが，ばっ気すると２５７mg/Lに，さらに凝集剤（高
分子，無機）で８６mg/Lに低下することが分かっ
た。BODは測定結果に時間を要するので，COD

と BODとの相関性を確認しつつ CODで判断し
ながら対応していくこととした。また，食鳥処理
には高濃度の油分が含まれるので，活性炭処理で
対応することにした。
（2） 活性炭処理

繰り返し室内実験によって，活性炭が沈殿分離
できない可能性があることが分かったが，貯留
槽，ばっ気槽内の汚水に油吸着マットで油を吸収
し，活性炭を大量に投入した。表 2に活性炭実
験結果を示す。油臭は著しく減少し，効果のある
ことが分かったが，予想どおり活性炭がエマル
ジョンの状態となりうまく沈殿（分離）しなかっ
た。これは，消毒剤として陽イオン界面活性剤を
噴霧していることによるものであると考えられた。
（3） 移動式膜分離活性汚泥処理施設の導入

この結果，場内既存施設で処理することは断念
し，移動式の膜分離活性汚泥処理施設を場内に運
び入れ，バイパス処理することにした。
排水処理施設に貯留した汚水は，ばっ気を繰り
返しているうちに炭酸ガスが溶解し pHが低下し
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図 1 食鳥処理場排水処理フロー

表 1 室内処理実験結果
単位mg/L（除く pH）

原 水 曝気後ろ液 凝集沈殿後

pH
SS

COD
BOD

６．７
１，９５０
１，８９０
１，５８０

６．８
―
２５７
―

６．７
１１
８６
７３
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てきたが，場内には消石灰が散布されたままで
あったので，汚水処理に先立ち場内に散布した消
石灰を回収した。消石灰は床面に固く付着してお
り，掻き取るのにかなりの労力を要した。そして
既設排水処理施設に油吸着マットを多量に撒き，
油の回収を行った後に活性炭を投入し攪拌した。
このように準備に時間は要したが，膜分離活性
汚泥による処理は３日要したものの順調に行わ
れ，放流基準（COD１３０mg/L）よりはるかに低い
濃度で全量放流でき，事件発生から約１月で処理
は完了した。表 3に放流水のデータ，図 2に膜
分離活性汚泥処理施設の構造，図 3に現地で設
置した移動式膜分離活性汚泥処理施設を示した。

5. 周辺環境の調査
処理場内は大量の消毒剤が散布されているの

で，降雨があれば側溝などを通じて周辺の河川に
流出するおそれがあった。周辺環境については，
事件発生直後から排水口直下とその上流・下流側
において，陽イオン界面活性剤の塩化トリメチル
アンモニウムメチレン（パコマ）が検出されないこ
と（検出限界値：０．１mg/L）を主に調査し，また処
理水放流中，放流終了後も調査継続し，検出され
ないことを確認した。また，BOD等処理による
環境への影響が軽微であることも確認した。な
お，塩化トリメチルアンモニウムメチレンは JISK

０１０２（１９９８）陽イオン界面活性剤（オレンジⅡ吸光
光度法）を用いて測定した。

6. そ の 他
民間の処理場の施設であるが，以下の考え方に
基づき県による回復をめざした。
・ 洗浄，消毒は県が行ったものであるため，そ
の汚水処理は県が行うことが適当である。
・ その費用は県が負担する。

7. ま と め
鳥インフルエンザ消毒の影響を受けた食鳥処理
場の排水処理について，活性炭と膜分離活性汚泥
処理施設により回復が図られた。周辺環境調査に

おいても問題はなかった。
今回の経験を踏まえて，鳥インフルエンザなど
で解体処理場を消毒をする場合，消毒剤を排水と
一緒に流さず，使用した消毒剤はできる限り掻き
取ることにより排水処理に対する負荷を最小にす
る配慮が必要である。掻き取った消毒剤は廃棄物
として処分することが適当である。
なお測定に当たって，陽イオン界面活性剤の標
準試薬の入手に協力をいただいた京都府衛生公害
研究所に感謝するとともに，汚水の室内実験，移
動式膜分離活性汚泥処理施設導入などに多大な協
力をいただいた㈱神鋼環境ソリューションに感謝
いたします。

表 2 室内活性炭処理実験結果（曝気槽上
澄み液） 単位mg/L

活性炭投入直後 膜処理直前

COD
BOD

２３０
―

２０８
５

図 2 膜分離活性汚泥処理施設の構造

図 3 移動式膜分離活性汚泥処理施設の現場設置

表 3 移動式膜分離活性汚泥処
理結果 単位mg/L（除く pH）

濃度範囲

pH
COD
BOD

TMAMC

７．５～８．０
２．６～７８
＜５．０
＜０．１

TMAMC：塩化トリメチレンア
ンモニウムメチレン
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